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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第70期 

第２四半期連結 
累計期間 

第71期 
第２四半期連結 

累計期間 
第70期 

会計期間 
自2017年４月１日 
至2017年９月30日 

自2018年４月１日 
至2018年９月30日 

自2017年４月１日 
至2018年３月31日 

売上高 （百万円） 22,783 25,258 50,182 

経常利益 （百万円） 1,526 1,657 4,187 

親会社株主に帰属する四半期（当期）

純利益 
（百万円） 946 1,107 2,762 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,579 839 3,714 

純資産 （百万円） 54,330 56,390 56,132 

総資産 （百万円） 69,353 73,391 72,210 

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 44.56 52.11 130.03 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益 
（円） － － － 

自己資本比率 （％） 75.5 74.0 74.9 

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 3,548 3,346 3,315 

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △882 480 △1,121 

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △406 △376 △738 

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（百万円） 14,387 17,013 13,712 

 

回次
第70期

第２四半期連結
会計期間

第71期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2017年７月１日
至2017年９月30日

自2018年７月１日
至2018年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 34.62 30.51 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．第１四半期連結会計期間の期首より「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 

平成30年２月16日）等を適用しております。当該表示方法の変更は遡及適用され、前第２四半期連結累計期

間及び前連結会計年度については遡及適用後の数値を記載しております。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況 

① 経営成績の状況 

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景に緩やかな回復基調で推移

しましたが、各地での記録的豪雨や大型台風、地震など災害による影響も見られました。一方、世界経済は、米

国経済は緩やかな拡大基調が続き、アジア経済にも持ち直しの動きが見られましたが、米中の貿易摩擦による下

振れリスクの増大等により、先行き不透明な状況となりました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、国内においては、首都圏の再開発工事や東京五輪関連工事など建設需要

は引き続き堅調に推移し、海外においては、米国市場の需要が好調に推移しましたが、アジア市場の回復に若干

遅れが見られました。 

このような状況の中、当社グループといたしましては、新製品のPR活動や販売キャンペーンを実施し、拡販に

努めるとともに、原価低減活動に注力してまいりました結果、売上高252億58百万円（前年同期比10.9％増）、

営業利益14億35百万円（同0.2％増）、経常利益16億57百万円（同8.6％増）となり、親会社株主に帰属する四半

期純利益11億7百万円（同17.0％増）となりました。

 

セグメント別概況は次のとおりです。

（日 本）

日本では、国内向けは、堅調な建設需要に加え、平成30年7月豪雨などの被災地の復旧需要を背景に、主力の

レンタル市場向けに可搬形発電機の出荷が増加し、また、海外向けは、米国向けに大型発電機の輸出が増加した

ことから、売上高182億93百万円（前年同期比9.8％増）、営業利益5億83百万円（同35.6％増）となりました。 

（アメリカ）

アメリカは、建設関連に加え、オイル・ガスなど資源開発向け需要も堅調に推移しており、レンタル市場向け

に発電機の出荷が増加したことから、売上高49億57百万円（同25.5％増）となりました。一方、原材料価格の上

昇などにより、営業利益4億52百万円（同14.0％減）となりました。 

（アジア）

アジアは、前年好調であった香港のインフラ整備工事向け発電機の需要が落ち着いたことなどから、売上高16

億13百万円（同20.0％減）となりました。一方、売上原価率の改善もあり、営業利益2億43百万円（同19.2％

増）となりました。 

（欧 州） 

欧州は、来年から始まる新しい排出ガス規制に対する駆け込み需要もあり、売上高3億94百万円（同153.0％

増）、営業利益16百万円（同384.8％増）となりました。 

② 財政状態の分析

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を行って

おります。 

 

（資産） 

流動資産は、473億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億59百万円増加いたしました。これは主に、

現金及び預金の増加21億43百万円や、受取手形及び売掛金の減少20億99百万円、原材料及び貯蔵品の増加8億1百

万円などによるものであります。

固定資産は、259億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億22百万円増加いたしました。これは主に、保

有株式の評価替等による投資有価証券の増加2億82百万円などによるものであります。

この結果、資産合計は、733億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億81百万円増加いたしました。

（負債）

流動負債は、130億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億42百万円増加いたしました。これは主に、支

払手形及び買掛金の増加7億18百万円などによるものであります。
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固定負債は、39億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億81百万円増加いたしました。これは主に、保

有株式の評価替等による繰延税金負債の増加93百万円などによるものであります。

この結果、負債合計は、170億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億24百万円増加いたしました。

（純資産） 

純資産は、563億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億57百万円増加いたしました。これは主に、親会

社株主に帰属する四半期純利益の計上11億7百万円や、その他の包括利益累計額の減少2億97百万円、配当金の支

払5億52百万円などによるものであります。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.9ポイント低下し、74.0％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ33億1百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には170億13百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上

や売上債権の減少などにより、33億46百万円の資金の増加（前年同四半期比2億2百万円減）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出や

定期預金の減少などにより、4億80百万円の資金の増加（前年同四半期は8億82百万円の使用）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加や配当金の支払

などにより、3億76百万円の資金の減少（前年同四半期比29百万円減）となりました。

 

（３）経営方針・経営戦略等 

当第２四半期連結累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

株式会社の支配に関する基本方針について 

(1) 基本方針の内容 

当社は、当社の株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えます。従って、当社の財務及び事業の方

針の決定を支配することが可能な数の株式を取得する買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様

のご意思に委ねられるべきものと考えます。また、当社は、大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共

同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。 

しかし、株式の大量取得行為の中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利

益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、

③対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案する

ための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させること

にならないものも存在します。 

当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社

の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

(2) 基本方針の実現に資する取組み 

当社グループは、「創造力と不断の技術革新を通じて、高品質パワーソースのグローバルNO1ブランドを目指

します。」との経営ビジョンを掲げ、国内外において、既存事業の拡充・効率化及び新たな市場の開拓を目指し

た事業展開を行っております。

当社グループは、その主要な事業領域を、建設関連事業、産業機器事業及び新規事業の３領域とし、それぞれ

において、海外市場・新規市場の開拓に注力し、特に、建設需要に依存することとなる建設向け製品にとどまら
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ず、非常用発電機をはじめとする建設向け以外の製品の開発・販売促進に努めることにより、需要創造型の経営

への転換を図っております。そのため、引き続き、新技術の研究から製品の開発に至るまで、積極的な研究開発

を進めております。

また、収益性の高いグループ体制を構築するべく、生産体制及び国際的な原料調達の更なる効率化を進めると

共に、国内・海外工場への合理化投資を行っております。

さらに、当社グループは、柔軟な組織運営を行うと同時に、各役職員の権限及び責任の所在を明確化すること

を通じて、当社グループ全体の組織運営を活性化し、かつ、これと並行して当社グループの国際的な事業展開を

支えるに足る人材の育成を進めることにより、当社グループが新規市場に事業を拡大していくための素地とな

る、活力ある企業風土を構築することを目指しております。

以上に加え、コーポレート・ガバナンスの取組みとして、各事業年度における取締役の責任を明確化し、経営

環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的として、取締役の任期を１年とし、ま

た、事業環境の変化への機動的対応等を図るべく執行役員制度を導入し、さらに、当社取締役、監査役及び執行

役員が出席する経営会議や当社グループ各社の社長が出席するグループ経営会議を設置しております。 

 

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組み 

当社は、2018年６月28日開催の第70回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、企業価値・株主共

同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以

下「本プラン」といいます。）を更新しております。 

本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な

情報と時間を確保すると共に、買付者等（以下に定義されます。）との協議・交渉等の機会を確保すること等に

より、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としております。 

本プランは、当社の株券等に対する買付若しくはこれに類似する行為又はその提案（以下「買付等」といいま

す。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し事前に当該買付等に関する

情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買付等を行う場合、当社の企業価

値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等には、当社は、買付者等による権利行使

は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の

取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に

対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買付者等以外の

株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社株式の議決権割合は、最大３分の１まで希

釈化される可能性があります。 

(4) 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

上記(2) に記載した各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体

的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものであります。 

また、本プランは、上記(3)に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的と

して導入されたものであり、上記基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主総会において株主の皆様の

ご承認をいただいた上で導入されたものであること、その内容として合理的な客観的要件が設定されているこ

と、有効期間が約３年と定められた上に、株主総会又は取締役会により何時でも廃止できるとされていることな

どにより、その公正性、客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値・株主共同の利益に資するも

のであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

 

（５）研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、2億70百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（６）経営成績に重要な影響を与える要因

当第２四半期連結累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 97,811,000

計 97,811,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）

（2018年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2018年11月９日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 22,859,660 22,859,660
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株

であります。

計 22,859,660 22,859,660 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

2018年７月１日～

2018年９月30日
－ 22,859,660 － 1,954 － 1,754
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（５）【大株主の状況】

    2018年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％） 

株式会社久栄 東京都中野区上高田４丁目７番７号 1,600 7.24 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,274 5.76 

みずほ信託銀行株式会社退職給

付信託 みずほ銀行口 再信託

受託者 資産管理サービス信託

銀行株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 晴海アイランド 

トリトンスクエア オフィスタワー Ｚ棟 
1,103 4.99 

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 872 3.94 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 818 3.70 

資産管理サービス信託銀行株式

会社（信託Ｅ口） 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 晴海アイランド 

トリトンスクエア オフィスタワー Ｚ棟 
797 3.60 

デンヨー親栄会 東京都中央区日本橋堀留町２丁目８番５号 604 2.73 

株式会社鶴見製作所 大阪市鶴見区鶴見４丁目16番40号 543 2.45 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 540 2.44 

ノーザン トラスト カンパニ

ー エイブイエフシー リ フ

ィデリティ ファンズ（常任代

理人 香港上海銀行東京支店 

カストディ業務部） 

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 
522 2.36 

計 － 8,678 39.26 

 （注）１．みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社

の所有株式数1,103千株は、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の財産として拠出しており、その議決権行

使の指図権は同行が留保しております。

２．当社は従業員の福利厚生サービスとして自社の株式を給付する、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」及び

当社取締役に対する株式報酬制度「取締役株式給付制度」として「株式給付信託（ＢＢＴ）」を導入して

おり、これらの信託の受託者であるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた資産管理サービス信託銀

行株式会社（信託Ｅ口）が当社株式797千株を保有しております。 
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 無議決権株式 － － －

 議決権制限株式（自己株式等） － － －

 議決権制限株式（その他） － － －

 完全議決権株式（自己株式）

 
（自己保有株式）

 普通株式 761,000
 

－ －

 完全議決権株式（その他）  普通株式 22,074,500 220,745 －

 単元未満株式  普通株式 24,160 － －

 発行済株式総数 22,859,660 － －

 総株主の議決権 － 220,745 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ及びＢＢＴ）の信託財産として、資

産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有している当社株式797,700株が含まれております。

 

②【自己株式等】

2018年９月30日現在
 

所有者の氏名又は 
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

デンヨー株式会社

東京都中央区日本

橋堀留町２丁目８

番５号

761,000 － 761,000 3.32

計 － 761,000 － 761,000 3.32

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2018年７月１日から2018

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2018年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2018年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 13,870 16,013 

受取手形及び売掛金 ※２ 21,479 ※２ 19,379 

有価証券 999 999 

商品及び製品 5,254 5,016 

仕掛品 1,184 1,649 

原材料及び貯蔵品 3,312 4,114 

その他 242 228 

貸倒引当金 △6 △5 

流動資産合計 46,337 47,396 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 7,121 6,930 

機械装置及び運搬具（純額） 1,789 1,625 

土地 4,841 4,834 

建設仮勘定 197 506 

その他（純額） 196 183 

有形固定資産合計 14,147 14,081 

無形固定資産 471 435 

投資その他の資産    

投資有価証券 10,822 11,105 

その他 436 379 

貸倒引当金 △5 △5 

投資その他の資産合計 11,253 11,478 

固定資産合計 25,872 25,995 

資産合計 72,210 73,391 

 

- 9 -



 

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2018年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2018年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 ※２ 9,554 ※２ 10,272 

短期借入金 210 431 

未払費用 595 641 

未払法人税等 473 308 

賞与引当金 648 713 

役員賞与引当金 74 36 

製品保証引当金 108 130 

その他 655 528 

流動負債合計 12,319 13,062 

固定負債    

長期借入金 1,062 1,135 

繰延税金負債 1,877 1,970 

退職給付に係る負債 486 457 

その他 330 375 

固定負債合計 3,757 3,939 

負債合計 16,077 17,001 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,954 1,954 

資本剰余金 1,779 1,779 

利益剰余金 46,620 47,175 

自己株式 △1,621 △1,610 

株主資本合計 48,733 49,299 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 4,617 4,839 

為替換算調整勘定 756 229 

退職給付に係る調整累計額 △40 △34 

その他の包括利益累計額合計 5,332 5,035 

非支配株主持分 2,066 2,054 

純資産合計 56,132 56,390 

負債純資産合計 72,210 73,391 
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2017年４月１日 
 至 2017年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2018年４月１日 

 至 2018年９月30日) 

売上高 22,783 25,258 

売上原価 17,326 19,509 

売上総利益 5,457 5,748 

販売費及び一般管理費 ※ 4,024 ※ 4,313 

営業利益 1,432 1,435 

営業外収益    

受取利息 14 17 

受取配当金 77 95 

受取家賃 32 41 

持分法による投資利益 26 25 

為替差益 － 40 

その他 18 39 

営業外収益合計 169 260 

営業外費用    

支払利息 26 19 

売上割引 10 9 

為替差損 29 － 

その他 9 8 

営業外費用合計 75 37 

経常利益 1,526 1,657 

特別利益    

固定資産売却益 0 0 

投資有価証券売却益 1 － 

特別利益合計 2 0 

特別損失    

固定資産処分損 0 2 

投資有価証券売却損 － 1 

特別損失合計 0 4 

税金等調整前四半期純利益 1,528 1,653 

法人税、住民税及び事業税 463 468 

法人税等調整額 39 △23 

法人税等合計 503 445 

四半期純利益 1,025 1,207 

（内訳）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 946 1,107 

非支配株主に帰属する四半期純利益 79 100 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 1,022 219 

為替換算調整勘定 △470 △597 

退職給付に係る調整額 △0 6 

持分法適用会社に対する持分相当額 2 2 

その他の包括利益合計 553 △368 

四半期包括利益 1,579 839 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 1,560 809 

非支配株主に係る四半期包括利益 18 29 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2017年４月１日 
 至 2017年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2018年４月１日 

 至 2018年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 1,528 1,653 

減価償却費 588 558 

受取利息及び受取配当金 △92 △112 

支払利息 26 19 

持分法による投資損益（△は益） △26 △25 

投資有価証券売却損益（△は益） △1 1 

売上債権の増減額（△は増加） 2,358 1,997 

たな卸資産の増減額（△は増加） △45 △1,115 

仕入債務の増減額（△は減少） 50 791 

その他 △92 104 

小計 4,294 3,874 

利息及び配当金の受取額 104 133 

利息の支払額 △26 △19 

法人税等の支払額 △823 △640 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,548 3,346 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △354 △626 

有形固定資産の売却による収入 0 1 

無形固定資産の取得による支出 △10 △2 

投資有価証券の取得による支出 △1 △1 

投資有価証券の売却による収入 26 － 

定期預金の純増減額（△は増加） △544 1,111 

その他 1 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △882 480 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 0 217 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △331 △552 

非支配株主への配当金の支払額 △74 △41 

財務活動によるキャッシュ・フロー △406 △376 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92 △149 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,167 3,301 

現金及び現金同等物の期首残高 12,219 13,712 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 14,387 ※ 17,013 
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【注記事項】

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

当社は、従業員の福利厚生サービスとして、退職した従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する「株式

給付信託（J-ESOP）」を導入しております。また、当社取締役に対する株式報酬制度「取締役株式給付制度」

として、「株式給付信託（BBT）」を導入しております（以下、これらの制度に関して、信託銀行との信託契約

に基づいて設定されている信託を合わせて「本信託」といいます。）。

(1）取引の概要 

「株式給付信託（J-ESOP）」は、当社グループの従業員に勤続と成果に応じてポイントを付与し、従業員が

退職した場合等に、当該退職者等に対して累積したポイント数に相当する当社株式又は当社株式の時価相当の

金銭を予め設定された信託を通じて給付するものであります。

「株式給付信託（BBT）」は、当社取締役に業績達成度等に応じてポイントを付与し、所定の要件を満たした

取締役に対して、毎年一定の期日に確定したポイント数に相当する当社株式を予め設定された信託を通じて給

付するものであります。

(2）信託に残存する自社の株式 

本信託に残存する当社株式を、本信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度526百万円、807千

株、当第２四半期連結会計期間514百万円、797千株であります。 

(3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 

該当事項はありません。 

 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固

定負債の区分に表示しております。 
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（四半期連結貸借対照表関係）

１ 輸出手形割引高
 

 
前連結会計年度 

（2018年３月31日） 
当第２四半期連結会計期間 

（2018年９月30日） 

輸出手形割引高 147百万円 304百万円 

 

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形 

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をし

ております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形等が、四半期連結会計期間末日残高に含まれております。 

 
前連結会計年度

（2018年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2018年９月30日）

受取手形 1,182百万円 1,027百万円

支払手形 558 393

 

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 前第２四半期連結累計期間 

（自 2017年４月１日 

  至 2017年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

  至 2018年９月30日） 

製品保証等引当金繰入額 38百万円 42百万円 

役員報酬・従業員給料手当 1,403 1,512 

賞与引当金繰入額 398 416 

退職給付費用 46 60 

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自 2017年４月１日

至 2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 2018年４月１日

至 2018年９月30日）

 現金及び預金勘定 14,621百万円 16,013百万円

 有価証券のうち現金同等物 999 999

 預入期間が３ヶ月を超える 

 定期預金
△1,234 －

 現金及び現金同等物 14,387 17,013
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年９月30日）

１．配当金支払額 

（決議） 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

配当の原資
１株当たり 
配当額 
（円）

基準日 効力発生日

2017年５月19日

取締役会
普通株式 331 利益剰余金 15 2017年３月31日 2017年６月９日

（注）「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が、基準日現在に所有する当社株式

814,351株に対する配当金12百万円を含めております。

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

配当の原資
１株当たり 
配当額 
（円）

基準日 効力発生日

2017年11月９日

取締役会
普通株式 331 利益剰余金 15 2017年９月30日 2017年12月７日

（注）「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が、基準日現在に所有する当社株式

807,698株に対する配当金12百万円を含めております。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年９月30日）

１．配当金支払額 

（決議） 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

配当の原資
１株当たり 
配当額 
（円）

基準日 効力発生日

2018年５月17日

取締役会
普通株式 552 利益剰余金 25 2018年３月31日 2018年６月７日

（注）「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が、基準日現在に所有する当社株式

807,698株に対する配当金20百万円を含めております。

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

配当の原資
１株当たり 
配当額 
（円）

基準日 効力発生日

2018年11月８日

取締役会
普通株式 441 利益剰余金 20 2018年９月30日 2018年12月７日

（注）「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が、基準日現在に所有する当社株式

797,757株に対する配当金15百万円を含めております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額

（注） 

四半期連結損益 

及び包括利益 

計算書計上額 
  日本 アメリカ アジア 欧州 計 

売上高              

外部顧客への売上高 16,659 3,951 2,016 155 22,783 － 22,783 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,365 186 1,699 1 3,253 △3,253 － 

計 18,025 4,138 3,715 157 26,036 △3,253 22,783 

セグメント利益（営業利益） 430 526 203 3 1,163 269 1,432 

（注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

            （単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額

（注） 

四半期連結損益 

及び包括利益 

計算書計上額 
  日本 アメリカ アジア 欧州 計 

売上高              

外部顧客への売上高 18,293 4,957 1,613 394 25,258 － 25,258 

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
2,375 174 1,751 1 4,302 △4,302 － 

計 20,668 5,131 3,365 396 29,561 △4,302 25,258 

セグメント利益（営業利益） 583 452 243 16 1,295 140 1,435 

（注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

「１株当たり四半期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式には、資産管理サービ

ス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式を含めております（前第２四半期連結累計期間811千株、当

第２四半期連結累計期間804千株）。

 

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2017年４月１日
至 2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年９月30日）

１株当たり四半期純利益 44円56銭 52円11銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 946 1,107

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益（百万円）
946 1,107

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,238 21,245

 （注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

2018年11月８日開催の取締役会において、当期の中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1) 中間配当による配当金の総額……………………………441百万円

(2) １株当たりの金額…………………………………………20円

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………………2018年12月７日

 (注)１．2018年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し支払いを行います。

 ２．「中間配当による配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口）が、基準日現在に

所有する当社株式797,757株に対する配当金15百万円を含めております。

 

- 17 -



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  2018年11月８日
 

デ ン ヨ ー 株 式 会 社  

  取 締 役 会 御 中  

 

  有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 板 谷 宏 之  印 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 大 枝 和 之  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているデンヨー株式会

社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2018年７月１日から2018年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、デンヨー株式会社及び連結子会社の2018年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年11月９日

【会社名】 デンヨー株式会社

【英訳名】 Denyo Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白鳥 昌一

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋堀留町２丁目８番５号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長白鳥昌一は、当社の第71期第２四半期（自2018年７月１日 至2018年９月30日）の四半期報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。


